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令
和
二
年
庚
子
の
新
春
を
迎
え
、
皇
室
の

愈
々
の
弥
栄
と
、
県
内
各
神
社
の
御
社
頭
の

ご
隆
昌
、
そ
し
て
、
皆
様
方
の
ご
健
勝
ご
多

幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
五
月
一
日
先
帝
陛
下
の
御
譲
位
に
よ

り
、新
帝
陛
下
が
御
即
位
さ
れ
、元
号
も
「
令

和
」
と
改
元
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
十
月

二
十
二
日
「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」、
十
一
月

十
四
日
か
ら
十
五
日
に
か
け
て
大
嘗
祭
が
荘

厳
に
斎
行
さ
れ
、
奉
祝
ム
ー
ド
に
満
ち
満
ち

た
一
年
で
あ
り
ま
し
た
。

　
「
令
和
」
の
元
号
は
、
皆
様
ご
承
知
の
よ

う
に
初
め
て
国
書
「
萬
葉
集
」
を
出
典
と
し

た
元
号
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
多
く
の
国

民
に
親
し
み
を
以
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
で
は
世
界
で
唯
一

日
本
に
し
か
存
在
し
て
い
な
い
元
号
制
度
で

あ
り
な
が
ら
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
始
め
、
広

く
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
元
号
に
つ
い

て
、
再
認
識
し
て
い
た
だ
く
良
い
機
会
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

元
号
の
始
ま
り
は
、
中
国
前
漢
武
帝
の
頃

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
漢
民
族
固
有
の
「
天

命
思
想
」
に
よ
る
も
の
で
、
天
命
を
受
け
た

中
国
の
帝
王
は
、
領
土
を
支
配
す
る
と
同
時

に
、
時
を
も
支
配
す
る
存
在
で
し
た
。
こ
れ

を
「
授
時
大
権
」
と
い
い
ま
す
。
即
ち
、
中

国
の
歴
代
帝
王
は
み
な
元
を
建
て
、
元
を
改

め
ま
し
た
。
隋
唐
の
時
代
、
こ
の
思
想
と
制

度
が
日
本
に
伝
わ
り
天
皇
が
建
て
た
元
の
始

ま
り
は「
大
化
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。「
大
化
」

よ
り
「
大
宝
」
に
至
る
約
半
世
紀
の
間
は
年

号
の
欠
け
た
年
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
「
大

宝
」
以
降
現
在
に
至
る
約
一
三
〇
〇
年
の
間

途
絶
え
る
こ
と
な
く
歴
代
天
皇
に
よ
っ
て
年

号
が
建
て
ら
れ
、「
令
和
」
が
二
四
八
番
目

の
元
号
と
な
り
ま
す
。

　

御
代
始
め
の
改
元
は
、
一
、
二
の
例
外
を

除
い
て
必
ず
行
わ
れ
た
外
、
祥
瑞
や
災
異
、

辛
酉
革
命
、
甲
子
革
命
、
三
合
等
の
暦
法
上

の
凶
年
等
に
も
改
元
さ
れ
て
い
ま
す
。
後
醍

醐
天
皇
は
一
代
で
九
回
も
改
元
し
て
い
ま
す

が
、明
治
以
降
一
世
一
元
制
と
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
元
号
制
は
昭
和
二
十
年
敗

戦
に
よ
り
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
ま

し
た
。
従
っ
て
、
元
号
法
が
復
活
し
て
い
な

け
れ
ば
元
号
は
昭
和
で
終
っ
て
い
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

昭
和
四
十
三
年
、
明
治
維
新
よ
り
百
年
を

機
に
神
社
界
で
元
号
法
制
化
運
動
が
盛
り
上

が
り
、
こ
れ
を
広
く
展
開
す
る
こ
と
を
一
つ

の
大
き
な
目
標
と
し
て
、
昭
和
四
十
四
年
十

一
月
「
神
道
精
神
を
国
政
の
基
礎
に
」
を
綱

領
に
掲
げ
【
神
道
政
治
連
盟
】
が
設
立
さ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
地
道
な
運
動
が
実
を
結

び
昭
和
五
十
四
年
「
元
号
法
」
が
制
定
さ
れ

一
世
一
元
の
制
度
が
復
活
し
、「
平
成
」「
令

和
」
と
元
号
が
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

　
【
神
道
政
治
連
盟
】
は
、
昨
年
設
立
五
十

年
の
節
目
を
迎
え
、
令
和
元
年
度
活
動
方
針

の
概
略
は
「
先
人
達
か
ら
受
け
継
い
だ
神
道

の
精
神
を
以
て
日
本
国
国
政
の
基
礎
を
確
立

す
る
こ
と
を
期
し
、皇
室
の
尊
厳
護
持
運
動
、

憲
法
改
正
や
教
育
の
正
常
化
運
動
な
ど
、
国

政
上
の
正
す
べ
き
重
要
課
題
を
こ
れ
ま
で
以

上
に
熱
心
に
取
り
組
む
…
」と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
岡
山
県
本
部
役
員
会
が

現
状
を
分
析
し
今
年
度
の
重
点
活
動
目
標
を

次
の
よ
う
に
策
定
し
、
活
動
し
て
お
り
ま
す

の
で
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

　

先
ず
、
昨
年
の
参
議
院
議
員
選
挙
に
つ
き

ま
し
て
は
、
皆
様
方
の
ご
尽
力
に
よ
り
比
例

区
有
村
氏
の
得
票
数
は
前
回
よ
り
約
二
〇
〇

票
上
乗
せ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
人
口
比
で
は
責
任
を
果
た
し
て

お
ら
ず
、
今
回
の
約
二
倍
（
三
〇
〇
〇
票
）

を
獲
得
す
る
こ
と
が
重
要
な
目
安
と
わ
か
り

ま
し
た
。
今
回
の
反
省
を
踏
ま
え
次
回
に
活

か
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

《
神
道
政
治
連
盟
岡
山
県
本
部
重
点
活
動
目
標
》

〇�

警
察
と
情
報
連
絡
を
密
に
し
、
警
備
の
体

制
を
強
化
す
る
。

　

・�

警
察
と
の
連
絡
調
整
体
制
を
構
築
し
、

情
報
の
相
互
通
知
を
促
進
す
る
。

　

・�

特
に
組
織
的
破
壊
活
動
等
に
注
意
す
る
。

〇�

伝
統
・
文
化
行
事
及
び
観
光
的
事
業
を
通

じ
て
、
自
治
体
と
良
好
な
関
係
を
保
つ
。

　

・�

一
般
市
民
に
対
し
、
伝
統
文
化
を
披
露

す
る
。

　

・�

岡
山
県
観
光
連
盟
と
の
情
報
交
換
を
行

い
、
マ
ッ
チ
ン
グ
を
図
る
。

　

・�

主
要
神
社
の
案
内
標
識
を
設
置
す
る
よ

う
行
政
及
び
議
員
に
依
頼
す
る
。

〇�

議
員
の
参
拝
を
奨
励
す
る
と
と
も
に
交
流

を
深
め
る
。

　

・�

当
該
議
員
に
各
神
社
の
祭
典
日
程
の
情

報
を
提
供
す
る
。

　

・�

祭
典
前
後
の
会
話
に
お
い
て
、
諸
問
題

を
認
識
し
て
も
ら
う
。

　

・�

定
期
的
に
神
政
連
役
員
と
国
、
県
、
市

町
村
の
議
員
と
懇
談
す
る
。

以
上
三
点
で
あ
り
ま
す
。
今
後
と
も
神
道
政

治
連
盟
岡
山
県
本
部
の
諸
活
動
に
対
し
ご
理

解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　

さ
て
、
本
年
は
「
直
階
検
定
講
習
会
」
の

開
催
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
受
講
希
望
さ

れ
る
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
ら
ご
勧
奨
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

本
年
も
、
当
神

社
庁
諸
行
事
に
格

段
の
ご
支
援
を
賜

り
ま
す
よ
う
宜
し

く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

年
頭
の
ご
挨
拶

岡
山
県
神
社
庁
庁
長　

牧　
　
　

博　

嗣
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平
成
三
十
年
度
岡
山
県
神
社
関
係
者
大
会

に
て
、
作
家
の
竹
田
恒
泰
先
生
に
『
平
成
か

ら
次
の
時
代
へ
』
～
今
一
度
天
皇
に
つ
い
て
考

え
よ
う
～
と
題
し
て
ご
講
演
を
い
た
だ
い
た
。

　

神
社
本
庁
よ
り
令
和
元
年
五
月
一
日
付
に

て
通
達
が
あ
り
、
岡
山
県
神
社
庁
神
殿
に
於

い
て
「
践
祚
改
元
奉
告
祭
」
を
中
祭
式
に
て

斎
行
。
斎
主
を
牧
博
嗣
庁
長
、
祭
員
を
祭
祀

委
員
が
務
め
、
役
員
・
監
事
・
協
議
員
議
長
・

支
部
長
・
各
指
定
団
体
長
等
が
参
列
し
た
。

　

宮
中
祭
祀
に
全
国
各
県
よ
り
庭
積
机
代
物

と
な
る
べ
き
種
々
の
産
物
ま
で
豊
か
な
稔
り

を
得
て
、
御
大
礼
の
全
て
が
厳
粛
か
つ
盛
大

に
執
り
行
わ
れ
る
よ
う
辞
別
祝
詞
を
奏
上
す

る
旨
を
管
内
神
社
に
周
知
徹
底
す
べ
く
神
社

本
庁
よ
り
通
達
が
あ
り
、
周
知
し
た
。

　

神
社
本
庁
よ
り

各
県
神
社
庁
へ

「
奉
祝　

天
皇
陛
下

御
即
位
」
の
懸
垂

幕
が
送
ら
れ
、
県

内
宮
司
へ
配
布
、

各
社
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
。

　

岡
山
県
神
社
庁
に
「
奉
祝　

天
皇
陛
下
御

即
位
」
の
看
板
を
掲
げ
た
。

　

神
社
本
庁
よ
り
各
神
社
へ
大
嘗
祭
当
日
の

祭
祀
に
あ
た
り
、臨
時
に
幣
帛
を
供
進
し
た
。

講
演�

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
四
日
（
水
）

践
祚
改
元
奉
告
祭�

�

令
和
元
年
五
月
七
日
（
火
）

辞
別
祝
詞
奏
上
を
通
達

懸
垂
幕
配
布

神
社
庁
奉
祝
掲
示
看
板
設
置

臨
時
本
庁
幣
供
進

　天皇陛下の践祚・御大礼に併せ、岡山県神社庁は様々な事業を展開しました。携わっていただき
ました皆様に御礼を申し上げますと共に、その内容を以下の通りご報告いたします。

― 御 大 典 に 併 せ て ―
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各
神
社
に
通
達
し
た
。

・
即
位
礼
当
日
神
社
に
於
て
行
ふ
祭
祀　
　

�

令
和
元
年
十
月
二
十
二
日
（
火
）

・
臨
時
大
祓　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

令
和
元
年
十
一
月
十
二
日
（
火
）

・
大
嘗
祭
当
日
神
社
に
於
て
行
ふ
祭
祀　
　

�

令
和
元
年
十
一
月
十
四
日
（
木
）

�

或　

十
一
月
十
五
日
（
金
）

　

天
皇
陛
下
の
御
即
位
に
あ
た
り
全
国
八
万

余
の
神
社
か
ら
神
職
全
員
が
賀
表
を
奉
呈
し
、

天
神
地
祇
の
皇
国
御
守
護
を
祈
り
、
全
氏
子

の
皇
室
奉
護
を
堅
く
誓
う
た
め
、
全
神
職
に

よ
る
賀
表
奉
呈
を
行
う
こ
と
が
神
社
本
庁
よ

り
通
知
さ
れ
、
各

支
部
の
取
り
纏
め

に
よ
り
毛
筆
で
の

署
名
を
行
っ
た
。

賀
表
は
神
社
庁
を

通
じ
神
社
本
庁
よ

り
宮
内
庁
へ
届
け

ら
れ
る
。

　

岡
山
県
神
社
庁
神
殿
に
於
い
て
「
大
嘗
祭

奉
祝
祭
」
を
大
祭
式
に
て
斎
行
。
斎
主
を
牧

博
嗣
庁
長
、
祭
員
を
祭
祀
委
員
が
務
め
、
役

員
・
監
事
・
協
議
員
議
長
・
支
部
長
・
各
指

定
団
体
長
等
が
参
列
し
た
。

�　

岡
山
県
神
社
庁
を
含
む
「
天
皇
陛
下
御
即

位
岡
山
県
奉
祝
委
員
会
」
主
催
の
記
念
式

典
及
び
提
灯
行
列
が
開
催
さ
れ
、
県
民
約�

一
三
〇
〇
名
が
参
加
。
記
念
式
典
は
岡
山
シ

ン
フ
ォ
ニ
ー
ホ
ー
ル
に
て
開
催
、
提
灯
行
列

は
県
民
が
提
灯
や
日
の
丸
の
小
旗
を
手
に
同

ホ
ー
ル
か
ら
Ｊ
Ｒ
岡
山
駅
迄
続
い
た
。

�　

全
国
神
社
関
係
者
大
会
に
併
せ
、
大
嘗
宮

見
学
を
行
い
約
三
〇
名
が
参
加
し
た
。

臨
時
祭
祀
執
行
を
通
達

賀
表
奉
呈

大
嘗
祭
奉
祝
祭�

�

令
和
元
年
十
一
月
二
十
日
（
水
）

天
皇
陛
下
御
即
位
岡
山
県
奉

祝
記
念
式
典
・
提
灯
行
列�

�

令
和
元
年
十
一
月
二
十
日
（
水
）

大
嘗
宮
見
学�

�

令
和
元
年
十
二
月
五
日
（
木
）・
六
日
（
金
）
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と
は
文
字
に
は
頼
ら
な
か
っ
た
。
言
い
伝
え

と
い
う
の
は
諺
。
繰
り
返
し
繰
り
返
し
口
に

し
て
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
心
地
よ
い
リ
ズ
ム

が
付
き
、
伝
わ
り
や
す
い
音
と
な
り
後
世
へ

伝
わ
っ
て
来
た
。」
と
こ
ろ
が
、
こ
の
諺
が
現

在
正
確
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
危
惧
さ

れ
て
い
た
。
今
後
、
正
確
に
伝
え
る
こ
と
は

我
々
の
使
命
で
あ
る
。「
諺
に
よ
り
人
間
生

活
の
原
理
原
則
が
必
ず
伝
わ
る
。」
と
述
べ

ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
か
ら
も
『
日
本
人
の
こ

こ
ろ
』
を
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
の
重
要
性
を
認

識
す
る
良
い
機
会
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

最
後
に
、
閉
会
式
で
は
、
宣
言
文
の
発
表

と
承
認
、
そ
し
て
次
回
引
き
受
け
団
体
の
カ

ト
リ
ッ
ク
岡
山
協
会
の
代
表
者
が
挨
拶
を
さ

れ
て
終
了
し
た
。
他
の
宗
教
に
接
す
る
機
会

の
少
な
い
中
、
こ
の
大
会
は
各
教
団
の
思
想

や
活
動
が
垣
間
見
え
る
貴
重
な
場
だ
と
実
感

し
た
。

�

（
広
報
部
会　

青
江
宏
之
）

　

令
和
元
年
九
月
九
日
・
十
日
「
中
国
地
区

神
社
庁
祭
式
講
師
研
修
会
」
が
、
岡
山
県
神

社
庁
に
お
い
て
講
師
に
神
社
本
庁
祭
式
講
師

の
三
木
通
嗣
先
生
（
廣
畑
天
満
宮
宮
司
）
を

招
聘
し
、
中
国
地
区
五
県
か
ら
神
社
祭
式
講

師
八
人
、
助
教
四
人
に
加
え
、
県
内
か
ら
は

祭
式
指
導
者
候
補
と
し
て
祭
儀
部
員
も
含
め

二
十
人
が
参
加
し
て
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
研

修
会
は
不
定
期
な
が
ら
、
前
回
は
平
成
二
十

一
年
に
岡
山
県
で
開
催
さ
れ
て
か
ら
十
年
ぶ

り
の
開
催
で
あ
る
。

　

私
達
神
職
は
、
神
社
本
庁
編
「
神
社
祭
式

同
行
事
作
法
解
説
」
を
基
に
各
指
導
者
か
ら

教
え
を
受
け
て
日
々
祭
儀
を
奉
仕
し
て
い

る
。
そ
の
教
え
の
系
統
と
し
て
國
學
院
大
學

と
皇
學
館
大
学
に
よ
っ
て
、
ま
た
更
に
指
導

に
あ
た
る
先
生
方
に
よ
っ
て
内
容
に
見
解
の

違
い
が
あ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
決
し

て
夫
々
が
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
学
ん
だ
者
に
と
っ
て
は
大
げ
さ
に
言
え

ば
唯
一
無
二
の
教
え
で
あ
り
、
も
し
他
の
祭

式
研
修
で
、
違
う
作
法
を
教
え
ら
れ
る
と
迷

い
を
生
じ
る
事
に
な
る
。

　

今
回
の
研
修
会
で
は
、
両
大
学
祭
式
講
師

に
よ
る
指
導
の
違
い
を
認
識
し
た
上
で
、
神

社
本
庁
で
毎
年
行
わ
れ
る
「
祭
式
講
師
研
究

　

第
三
十
九
回
世
界
連
邦
岡
山
県
宗
教
者
大

会
が
令
和
元
年
九
月
三
十
日
、
岡
山
国
際
ホ

テ
ル
に
て
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
大
会
は
、
宗

教
の
垣
根
を
超
え
て
世
界
平
和
を
祈
り
実
現

に
向
け
て
共
に
活
動
す
る
岡
山
県
宗
教
者
の

会
に
加
入
し
て
い
る
、
大
本
岡
山
本
苑
、
岡

山
県
佛
教
会
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、
黒
住
教
、

金
光
教
、
津
山
宗
教
委
員
会
、
念
法
眞
教
、

立
正
佼
成
会
と
岡
山
県
神
社
庁
の
九
団
体
が

毎
年
輪
番
制
で
担
当
し
て
い
る
。

　

今
年
は
岡
山
県
神
社
庁
の
担
当
と
な
り

『
日
本
人
の
こ
こ
ろ
』
を
大
会
テ
ー
マ
に
掲

げ
開
催
さ
れ
た
。
ま
ず
大
会
に
先
立
ち
、
神

社
神
道
の
作
法
に
則
り
岡
山
県
神
社
庁
庁
長

牧
博
嗣
斎
主
の
も
と
平
和
祈
願
祭
が
斎
行
さ

れ
、
各
教
団
の
代
表
が
玉
串
を
捧
げ
て
世
界

平
和
を
祈
願
し
た
。
続
い
て
宗
教
者
大
会
に

移
り
、
岡
山
県
宗
教
者
の
会
会
長
漆
間
宣
隆

氏
の
主
催
者
挨
拶
に
続
き
、
牧
庁
長
が
大
会

長
と
し
て
挨
拶
を
さ
れ
、「
年
に
一
回
、
宗

教
関
係
者
が
一
堂
に
会
し
、
平
和
へ
の
祈
り

を
捧
げ
る
こ
と
は
大
変
意
義
深
い
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。」
と
述
べ
ら
れ
た
。

　

そ
し
て
、
記
念
講
演
で
は
『
社
を
も
た
な

い
神
々
』
―
神
道
の
原
初
を
た
ど
る
。
と
題

し
、
宇
佐
八
幡
神
社
（
井
原
市
美
星
町
鎮
座
）

宮
司
で
民
俗
学
者
で
も
あ
る
神
崎
宣
武
先

生
の
記
念
講
演
が
行
わ
れ
た
。「
日
本
は
世

界
の
先
進
国
の
中
で
、
自
然
信
仰
や
祖
霊
信

仰
と
い
う
最
も
古
い
形
の
原
始
信
仰
を
伝
え

て
い
る
国
で
あ
る
。
時
代
と
共
に
様
々
な
宗

教
が
伝
わ
る
も
変
わ
る
こ
と
な
く
残
っ
て
い

る
。」
と
述
べ
ら
れ
た
。
日
本
人
は
信
仰
す

る
宗
教
が
違
え
ど
『
日
本
人
の
こ
こ
ろ
』
は

変
わ
る
こ
と
な
く
守
り
続
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
こ
ろ
が
世
界
平
和
の
実
現
に
繋
が
る

も
の
で
は
な
い
か
と
理
解
し
た
。
ま
た
、「
日

本
人
は
山
へ
の
信
仰
が
強
い
。
山
の
幸
を
効

率
よ
く
頂
く
た
め
山
麓
に
木
の
実
の
種
を
植

え
る
。
桃
栗
三
年
柿
八
年
…
。」
ま
だ
続
き

が
あ
る
と
い
う
…
。「
日
本
人
は
大
事
な
こ

「
中
国
地
区
神
社
庁
祭
式
講
師
研
修
会
」

祭
祀
委
員
会　

小　

寺　
　
　

忍

第
三
十
九
回
世
界
連
邦
岡
山
県
宗
教
者
大
会
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会
」
で
の
結
果
報
告
書
（
平
成
二
十
五
年
以

降
）、
ま
た
昭
和
五
十
五
年
の
「
申
合
事
項
」

を
中
心
に
、
行
事
毎
に
再
編
集
さ
れ
た
資
料

を
も
と
に
、
申
し
合
わ
せ
確
認
・
実
技
の
研

修
会
で
あ
り
、
一
般
神
職
を
対
象
に
行
わ
れ

て
い
る
祭
式
研
修
会
と
は
異
な
る
。

　

冒
頭
、
三
木
先
生
よ
り
、
指
導
者
は
祭
式

を
自
分
自
身
で
研
究
し
て
、
作
法
を
一
番
良

い
言
葉
で
表
現
し
一
番
わ
か
り
易
い
方
法
で

指
導
す
る
。
指
導
者
の
後
継
者
を
養
成
す
る

事
も
講
師
の
務
め
で
あ
る
こ
と
。
受
講
者
の

疑
問
に
は
必
ず
講
師
が
答
え
、
受
講
生
同
士

だ
け
で
解
決
さ
せ
な
い
。
そ
の
他
指
導
者
の

言
葉
遣
い
な
ど
、
講
師
と
し
て
の
諸
注
意
や

心
得
を
述
べ
ら
れ
た
。

　

研
修
会
本
題
の
「
申
合
事
項
」
の
い
く
つ

か
を
例
に
述
べ
れ
ば
、

『
修
祓
』
の
行
事

◆�

一
人
奉
仕
の
際
の
作
法
。（
一
人
奉
仕
は

略
儀
で
あ
っ
て
本
義
で
は
な
い
が
、
指
導

上
の
便
宜
の
た
め
、
一
応
の
申
し
合
わ
せ

を
す
る
）

　

�

祓
主
と
大
麻
所
役
を
一
人
で
兼
ね
る
場
合

〇�

坐
礼
に
あ
り
て
は
軾
を
用
い
な
く
て
も
良

い
。

〇�

祓
詞
を
白
し
終
り
て
、
再
拝
二
拍
手
一
拝

の
後
の
作
法
に
は
、

　

①�

深
揖
、
跪
居
、
懐
笏
、
膝
進
し
て
大
麻

を
執
る
。

　

②�

跪
居
、
小
揖
、
懐
笏
、
膝
進
し
て
大
麻

を
執
る
。

　
　

�（
立
礼
の
場
合
に
あ
り
て
は
、
こ
れ
に

準
ず
る
）

　
　

以
上
二
つ
の
意
見
が
多
い
。

〇�

い
つ
祓
主
か
ら
大
麻
所
役
に
変
わ
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

①
は
祓
主
を
主
体
に
考
え
た
時
の
作
法
。

　

②
は
大
麻
所
役
を
主
体
に
考
え
た
作
法
。

　
　

※�

ど
ち
ら
が
良
い
・
悪
い
で
は
な
く
行

事
を
行
う
者
が
決
め
れ
ば
よ
い
。

◆��
祓
を
受
け
る
者
の
前
で
の
作
法
。

〇�
進
行
の
作
法
（
折
・
回
転
）
で
祓
う
者
の

前
の
位
置
に
著
き
、
逆
行
の
作
法
で
離
れ

る
。
一
歩
進
ん
だ
り
、
一
歩
退
い
た
り
し

な
い
。
こ
れ
は
祓
う
対
象
を
主
に
考
え
た

作
法
で
あ
る
。

『
宮
司
御
扉
を
開
き
畢
り
て
側
に
候
す
』

（
閉
扉
も
含
む
）
の
行
事

◆�

大
床
へ
の
進
み
方
。

〇�

大
床
へ
は
“
進
む
”
と
言
う
。
正
中
側
に

体
を
向
け
て
大
床
の
端
に
左
足
先
を
掛

け
、（
爪
先
だ
け
が
大
床
に
乗
る
程
度
）

爪
先
を
立
て
て
跪
居
、
残
っ
た
右
膝
を
進

め
、
さ
ら
に
左
膝
を
右
膝
に
揃
え
箸
座
、

深
揖
す
る
。

◆�

大
床
上
の
膝
行
。

〇�

大
床
上
で
作
法
す
る
陪
膳
は
、
神
前
か
ら

下
が
る
と
き
膝
退
の
作
法
を
行
う
。
宮
司

が
閉
扉
畢
り
御
匙
御
鑰
を
奉
持
し
、
地
長

押
ま
で
斜
め
に
進
む
（
下
が
る
）
と
き
は
、

膝
進
で
よ
い
。（
膝
退
す
る
と
上
位
に
向

か
っ
て
下
が
る
こ
と
に
な
る
）
ま
っ
す
ぐ

下
が
る
と
き
は
膝
退
。

『
典
儀
』
の
心
得

〇�

司
会
進
行
と
は
違
う
。
必
要
最
小
限
の
言

葉
を
発
す
。
敬
礼
作
法
中
に
発
し
て
は
い

け
な
い
。
神
職
が
動
き
始
め
て
典
儀
が
発

声
、
典
儀
の
声
を
聞
い
て
か
ら
行
事
が
始

ま
る
の
で
は
な
い
。典
儀
は
拝
礼
し
な
い
。

〇�

典
儀
は
急
な
出
来
事
に
対
処
す
る
為
そ
れ

な
り
の
地
位
の
者
が
当
た
る
。
位
置
は
神

職
の
向
か
い
に
い
て
、
祭
典
全
般
に
目
配

り
を
す
る
事
が
適
切
と
言
え
る
。
目
立
た

な
い
様
に
動
く
こ
と
も
あ
る
。
典
儀
か
ら

見
え
な
い
と
き
は
間
に
人
を
入
れ
て
合
図

さ
せ
る
。要
所
に
笏
拍
子
を
用
い
る
も
可
。

　

紙
面
の
都
合
上
「
申
合
事
項
」
確
認
の
、

ご
く
一
部
し
か
紹
介
し
て
い
な
い
が
、
作
法

の
基
本
で
あ
る
「
拝
」
に
お
い
て
も
、
伏
す

時
間
と
起
き
る
時
間
は
同
じ
に
考
え
る
が
、

緩
急
に
留
意
し
、
伏
す
時
よ
り
起
き
る
時
は

心
持
ち
早
く
、
と
い
う
よ
う
に
教
本
に
も
明

記
さ
れ
て
な
く
普
段
あ
ま
り
気
に
留
め
な
い

点
に
お
い
て
も
、
講
師
の
立
場
は
知
識
の
深

さ
・
経
験
を
も
っ
て
指
導
に
臨
ま
な
く
て
は

な
ら
ず
、
技
術
面
の
み
に
止
ま
ら
ず
心
技
体

の
目
に
映
ら
ぬ
奥
の
深
さ
を
痛
感
す
る
研
修

会
で
あ
っ
た
。

　

岡
山
県
神
社
庁
で
は
、
祭
祀
委
員
会
祭
儀

部
に
お
い
て
、
祭
式
・
故
実
の
研
究
・
研
鑽

を
重
ね
、
諸
先
生
方
の
指
導
の
違
い
な
ど
を

確
認
し
、
歴
史
的
背
景
や
故
実
に
ふ
れ
な
が

ら
理
に
か
な
っ
た
「
神
社
祭
式
行
事
作
法
指

導
教
本
」
を
、
平
成
十
九
年
に
作
成
し
て
い

る
。
当
県
に
お
い
て
は
少
な
く
と
も
指
導
す

る
講
師
に
よ
っ
て
、
指
導
内
容
が
異
な
ら
な

い
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
る
事
は
あ
り
が
た

い
事
だ
と
思
う
。

　

最
後
に
、
三
木
先
生
か
ら
教
授
さ
れ
た
中

で
、

「
学
科
と
実
技
は
車
の
両
輪
。」（
心
と
姿
も
）

「
行
事
は
い
か
に
間
を
と
る
か
が
重
要
。」（
行

事
は
作
法
の
組
み
合
わ
せ
で
出
来
て
い
る
）

「
指
導
者
と
し
て
良
い
作
法
だ
け
を
見
せ
る
。

悪
い
例
は
見
せ
な
い
。」

な
ど
の
心
に
残
っ
た
言
葉
を
胸
に
刻
み
、
神

職
の
真
心
の
こ
も
っ
た
美
し
い
祭
式
の
向
上

の
た
め
、
微
力
な
が
ら
お
手
伝
い
さ
せ
て
い

た
だ
け
る
よ
う
、
日
々
の
研
鑽
を
積
ん
で
行

き
た
い
と
思
う
。

　

こ
の
度
、
二
日
間
に
渡
り
ご
指
導
賜
り
ま

し
た
講
師
の
三
木
先
生
に
は
貴
重
な
教
え
を
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賜
り
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま

た
各
県
か
ら
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
講

師
・
助
教
の
皆
様
に
は
共
に
ご
指
導
い
た
だ

き
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

「
宮
中
祭
祀
研
修
会
」

　
令
和
元
年
八
月
二
十
八
日
（
水
）

　
　
講
師
：
寒
川
神
社
権
禰
宜
　

�

西
　
井
　
可
　
奈
　
先
生

　

宮
中
祭
祀
と
は
「
天
皇
陛
下
が
国
家
と
国

民
の
安
寧
と
繁
栄
を
祈
る
こ
と
を
目
的
に
行

う
祭
祀
で
あ
る
。」　

　

私
達
が
宮
中
祭
祀
に
つ
い
て
知
る
機
会
と

云
え
ば
文
章
や
写
真
、
ま
た
は
テ
レ
ビ
で
公

開
さ
れ
た
映
像
の
ご
く
一
部
を
拝
見
し
た
時

で
す
。
正
直
、
神
職
で
あ
っ
て
も
天
皇
皇
后

両
陛
下
を
始
め
皇
族
の
方
々
に
と
っ
て
最
も

大
切
で
尊
い
と
云
う
こ
と
は
理
解
し
て
お
り

ま
す
が
、
祭
祀
が
表
に
公
開
さ
れ
る
機
会
も

少
な
く
、
遠
く
未
知
の
世
界
と
い
う
印
象
が

あ
り
ま
し
た
。

　

今
回
そ
の
よ
う
な
世
界
に
身
を
置
き
、
宮

中
祭
祀
を
一
番
近
く
で
内
掌
典
と
し
て
平
成

十
七
年
か
ら
平
成
二
十
九
年
ま
で
、
十
二
年

間
も
御
奉
仕
さ
れ
て
い
た
岡
山
県
新
見
市
ご

出
身
の
西
井
可
奈
先
生
が
講
師
を
務
め
、
宮

中
祭
祀
と
主
に
内
掌
典
の
お
仕
事
に
つ
い
て

の
お
話
を
伺
っ
て
来
ま
し
た
。

　

ま
ず
祭
祀
を
さ
れ
て
い
る
場
所
、
宮
中
三

殿
に
つ
い
て
で
す
。
宮
中
三
殿
と
は
皇
居
内

に
あ
る
、
賢
所
・
皇
霊
殿
・
神
殿
の
総
称
で

あ
り
、
三
殿
に
付
随
し
て
構
内
に
神
嘉
殿
・

神
楽
舎
・
奏
楽
舎
等
の
建
物
が
存
在
し
ま
す
。

「
賢
所
」
に
は
皇
室
の
祖
先
神
で
あ
ら
れ
ま

す
天
照
皇
大
神
様
を
お
祀
り
し
て
お
り
、
三

種
の
神
器
の
一
つ
で
あ
る
八
咫
鏡
が
御
神
体

と
し
て
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。「
皇
霊
殿
」
に

は
歴
代
の
天
皇
を
は
じ
め
、
皇
族
の
御
霊
が

祀
ら
れ
て
い
ま
す
。「
神
殿
」
に
は
天
神
地

祇
、
八
百
万
の
神
々
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
賢
所
（
か
し
こ
ど
こ
ろ
）
と
一
般
的

に
は
言
っ
て
い
ま
す
が
、
先
生
た
ち
は
親
し

み
を
込
め
て
「
け
ん
し
ょ
さ
ん
」
と
言
っ
て

お
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
先
生
が
就
か
れ
て
い

た
内
掌
典
と
は
掌
典
職
（
掌
典
長
・
掌
典
次

長
・
掌
典
・
内
掌
典
・
掌
典
補
等
）
の
役
職

の
一
つ
で
す
。
掌
典
職
と
は
、
皇
室
の
内
廷

費
を
も
っ
て
人
件
費
に
あ
て
ら
れ
る
職
員
さ

ん
で
、
天
皇
陛
下
の
私
的
使
用
人
と
し
て
の

資
格
を
有
す
る
「
内
廷
の
職
員
」
で
す
。
そ

の
中
の
内
掌
典
に
先
生
が
拝
命
さ
れ
、
御
奉

仕
な
さ
っ
て
い
ま
し
た
。
唯
一
未
婚
の
女
性

の
み
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
場
だ
そ
う

で
す
。

　

内
掌
典
の
方
は
御
殿
に
一
番
近
い
賢
所
詰

所
に
寝
泊
り
を
さ
れ
て
お
り
、
朝
五
時
か
ら

晩
九
時
三
十
分
ま
で
と
、
日
々
神
様
と
と
も

に
お
過
ご
し
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
。
何
か
起

き
た
時
に
す
ぐ
さ
ま
御
殿
に
駆
け
つ
け
ら
れ

る
よ
う
、
例
え
地
震
が
震
度
一
で
揺
れ
を
感

じ
ら
れ
な
い
時
で
も
、
時
間
を
問
わ
ず
駆
け

つ
け
御
燈
（
常
に
灯
さ
れ
て
い
る
火
）
が
消

え
て
い
な
い
か
ご
確
認
さ
れ
た
り
、
震
度
三

以
上
は
す
ぐ
に
御
所
に
ご
連
絡
を
さ
れ
た

り
、
逆
に
ご
連
絡
を
い
た
だ
い
た
り
と
常
に

天
皇
皇
后
両
陛
下
、
皇
族
の
方
か
ら
の
お
気

遣
い
を
い
た
だ
い
て
い
た
そ
う
で
す
。
本
来

は
内
掌
典
の
任
期
が
四
年
と
な
っ
て
お
り
任

期
を
迎
え
る
頃
に
お
声
掛
け
が
あ
る
そ
う
で

す
が
、
先
生
の
場
合
、
災
害
や
人
員
不
足
の

関
係
で
気
付
く
と
十
二
年
も
の
時
が
経
た
れ

て
い
た
よ
う
で
す
。
や
は
り
現
代
と
掛
け
離

れ
た
厳
粛
な
生
活
に
耐
え
ら
れ
ず
夜
逃
げ
を

さ
れ
る
方
、
お
休
み
の
日
に
外
出
さ
れ
て
そ

の
ま
ま
戻
ら
な
い
方
、
そ
の
ま
ま
辞
め
ら
れ

て
し
ま
う
方
も
多
々
お
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

　

内
掌
典
は
休
日
以
外
ず
っ
と
お
着
物
を
着

用
さ
れ
て
お
り
、
就
寝
さ
れ
る
時
も
浴
衣
を

着
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
髪
型
も
特
殊

で
「
垂
髻
（
と
き
さ
げ
）」
と
言
う
髪
型
に

し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
こ
の
髪
型
を
お
一

人
で
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
一
人
前
と
言
わ

れ
る
く
ら
い
難
し
か
っ
た
よ
う
で
す
。
特
に

神
社
庁
研
修
会
報
告

�

大
山
祇
神
社
　
宮
司
　

迫
　
本
　
優
　
子
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就
寝
時
は
髪
型
が
崩
れ
な
い
よ
う
に
、
箱
枕

で
寝
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
退
職
後
の
健
康

診
断
で
背
骨
が
曲
が
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ

た
と
言
う
お
話
も
あ
り
ま
し
た
。

　

一
日
を
過
ご
す
中
で
た
く
さ
ん
の
決
ま
り

事
や
覚
え
る
こ
と
も
多
い
中
、
日
々
の
会
話

で
使
用
す
る
「
御
所
言
葉
」
と
言
う
も
の
も

あ
り
ま
す
。
例
え
ば
お
塩
の
こ
と
を
「
お
し

ろ
も
の
」、
焼
く
こ
と
を
「
ひ
ど
る
」
等
、

御
所
言
葉
を
覚
え
る
の
も
大
変
だ
っ
た
よ
う

で
す
が
、
挨
拶
だ
け
は
全
て
に
お
い
て
「
ご

き
げ
ん
よ
う
」で
良
か
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

そ
の
よ
う
に
日
々
覚
え
て
い
か
な
い
と
い
け

な
い
こ
と
を
普
通
だ
と
メ
モ
に
取
っ
た
り
も

で
き
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
許
さ
れ
ず
、
わ
か

ら
な
い
こ
と
は
何
度
も
先
輩
に
お
聞
き
し
、

頭
と
体
で
覚
え
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
そ
う

で
す
。
そ
れ
は
内
掌
典
に
と
っ
て
御
殿
に
上

が
る
最
も
重
要
か
つ
基
本
的
な
こ
と
、『
次

（
つ
ぎ
）』
と
『
清
（
き
よ
）』
と
言
う
お
言

葉
が
あ
る
か
ら
で
す
。「
次
」
と
は
清
く
な

い
（
汚
れ
て
い
る
）
こ
と
、「
清
」
と
は
清

浄
な
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
で
す
。
ま
た
、

腰
か
ら
下
は
「
次
」、
腰
か
ら
上
は
「
清
」、

例
え
ば
足
袋
の
コ
ハ
ゼ
が
外
れ
て
し
ま
い
、

と
っ
さ
に
手
を
伸
ば
し
付
け
直
し
を
し
て
し

ま
う
と
そ
の
手
は
「
次
」
に
な
っ
て
し
ま
い
、

そ
の
手
で
他
を
触
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
許
さ

れ
ま
せ
ん
。
そ
の
都
度
手
を
「
清
」
に
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
一
日
に
百
回

以
上
も
手
を
洗
う
そ
う
で
す
。
手
を
洗
う
お

水
も
井
戸
水
で
、
必
ず
「
お
し
ろ
も
の
（
お

塩
）」
を
使
用
し
清
め
る
そ
う
で
す
。
特
に

冬
場
は
井
戸
水
が
冷
た
く
大
変
だ
っ
た
よ
う

で
す
。
現
代
の
石
鹸
や
ハ
ン
ド
ク
リ
ー
ム
等

は
使
用
で
き
な
く
香
り
が
付
い
て
い
る
も
の

も
使
用
で
き
な
い
そ
う
で
す
。
さ
ら
に
内
掌

典
が
御
奉
仕
を
す
る
役
割
の
中
に
「
大
清
と

中
清
」
が
あ
り
、
御
殿
の
内
外
で
神
様
の
一

番
近
く
で
御
用
を
さ
れ
る
方
を「
大
清（
も
っ

と
も
清
い
方
）」
と
、そ
の
他
の
方
を
「
中
清
」

と
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
こ
の
大
清
は
着

物
や
袴
・
足
袋
に
到
る
ま
で
全
て
中
清
と
区

別
を
し
、
大
清
と
し
て
常
に
揃
え
ら
れ
て
い

る
そ
う
で
す
。
大
清
と
し
て
御
用
を
さ
せ
て

い
た
だ
く
場
合
は
お
手
洗
に
も
行
け
ず
、
仮

に
ど
う
し
て
も
行
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と

き
は
中
清
の
着
替
え
を
し
、
誤
っ
て
大
清
の

ま
ま
入
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
も
う
大
清
と

し
て
着
用
さ
れ
て
い
た
衣
類
は
着
れ
ず
に
全

て
を
新
し
い
も
の
に
替
え
な
い
と
い
け
な
い

そ
う
で
す
。

　

特
に
女
性
は
「
ま
け
（
生
理
）」
が
あ
り
、

こ
の
時
は
一
切
何
も
御
用
は
で
き
な
い
そ
う

で
す
。
そ
れ
以
上
に
厳
し
い
こ
と
は
「
死

（
忌
）」
に
関
し
て
で
す
。
仮
に
御
用
中
に
家

族
が
亡
く
な
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
危
篤
で

通
し
て
も
ら
い
、
死
と
い
う
言
葉
は
使
え
な

い
そ
う
で
す
。
賢
所
詰
所
に
も
居
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
外
に
ア
パ
ー
ト
を
借
り

て
四
十
九
日
も
し
く
は
五
十
日
の
忌
み
の
期

間
を
過
ご
す
そ
う
で
す
。
い
か
に
宮
中
三
殿

が
穢
れ
な
く
と
て
も
厳
粛
に
清
浄
を
守
っ
て

お
ら
れ
る
の
か
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　

食
べ
物
に
つ
い
て
も
四
つ
足
の
も
の
、
哺

乳
類
の
も
の
も
食
べ
ら
れ
ず
、
た
だ
し
乳
製

品
（
ケ
ー
キ
・
お
菓
子
等
）
は
夜
九
時
三
十

分
以
降
に
食
べ
て
も
良
い
と
い
う
こ
と
で
、

お
誕
生
日
の
お
方
が
お
ら
れ
る
時
な
ど
、
皆

さ
ん
で
お
祝
い
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ

の
た
め
少
し
拝
命
さ
れ
た
時
よ
り
も
ふ
っ
く

ら
さ
れ
て
退
職
さ
れ
て
い
く
の
は
内
掌
典
の

「
あ
る
あ
る
」
だ
そ
う
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
隔
離
さ
れ
た
中
で
も
宮
中
三

殿
の
四
季
折
々
や
蛍
の
鑑
賞
会
、
三
月
の
桃

の
節
句
で
は
皇
后
様
（
上
皇
后
様
）
か
ら
お

雛
様
（
内
掌
典
の
方
の
ご
出
身
の
も
の
）
を

い
た
だ
き
お
部
屋
に
飾
り
、
ま
た
ど
こ
か
に

行
か
れ
た
際
に
は
必
ず
お
土
産
も
買
っ
て
来

て
下
さ
っ
た
り
と
日
々
の
楽
し
み
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
厳
粛
に
護
ら
れ
て
い
る
宮
中

三
殿
で
年
間
約
二
十
件
近
く
の
祭
祀
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
祭
典
に
は
、
天
皇
陛
下
が
御

自
ら
お
務
め
に
な
ら
れ
御
告
文
を
奏
上
さ
れ

る
大
祭
と
、
掌
典
長
が
祭
典
を
行
い
、
天
皇

陛
下
が
御
拝
礼
さ
れ
る
小
祭
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
中
で
も
最
も
大
切
な
祭
儀
は
十
一
月
二

十
三
日
の
新
嘗
祭
で
す
。
神
嘉
殿
に
て
執

り
行
わ
れ
、
天
皇
陛
下
が
新
穀
や
白
酒
（
し

ろ
き
）
黒
酒
（
く
ろ
き
）
を
は
じ
め
、
昔
な

が
ら
の
御
神
饌
を
天
照
皇
大
神
様
に
供
ぜ
ら

れ
、
同
時
に
御
自
ら
も
お
召
し
に
な
り
そ
の

年
の
収
穫
に
感
謝
を
さ
れ
る
祭
儀
で
す
。
そ

の
際
、
壁
を
隔
て
て
東
宮
様
が
正
座
で
祭
儀

が
終
わ
る
の
を
ず
っ
と
待
た
れ
て
い
ま
す
。

　

新
嘗
祭
は
宮
中
祭
祀
で
最
も
重
要
な
祭
祀

で
す
が
、
こ
の
度
、
平
成
二
十
八
年
八
月
八

日
、
上
皇
様
か
ら
象
徴
の
お
勤
め
に
つ
い
て

の
お
こ
と
ば
が
発
表
さ
れ
、
光
格
天
皇
以
来

約
二
百
年
ぶ
り
と
な
る
御
譲
位
の
運
び
と
な

り
ま
し
た
。
御
代
替
わ
り
に
伴
い
、
皇
位
継

承
に
関
す
る
儀
礼
（
御
大
礼
）
が
順
次
行
わ

れ
て
い
き
、
令
和
元
年
五
月
一
日
、
新
天
皇

陛
下
が
御
即
位
さ
れ
ま
し
た
。
天
皇
陛
下
が

御
即
位
さ
れ
て
初
め
て
行
わ
れ
る
新
嘗
祭
が

規
模
を
大
幅
に
拡
大
さ
れ
て
一
世
一
度
の

「
大
嘗
祭
」
と
し
て
令
和
元
年
十
一
月
十
四

日
・
十
五
日
に
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

大
嘗
祭
に
は
内
掌
典
と
し
て
の
直
接
の
御

用
は
な
い
そ
う
で
す
が
、
日
々
御
祈
念
・
祭

儀
等
様
々
な
御
用
に
携
わ
っ
て
お
り
、
そ
の

中
で
一
番
大
切
な
も
の
が
「
御
鈴
の
御
用
」

で
す
。
こ
れ
は
天
皇
陛
下
が
玉
串
を
奉
ら
れ

た
後
、
御
鈴
を
鳴
ら
し
、
そ
の
間
天
皇
陛
下

は
頭
を
下
げ
ら
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
そ
う
で
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す
。
こ
の
御
鈴
は
一
切
練
習
が
で
き
な
い
と

の
こ
と
で
、
先
生
も
大
変
緊
張
さ
れ
た
そ
う

で
す
。

　

先
生
は
こ
の
日
本
の
象
徴
で
あ
ら
れ
ま
す

天
皇
陛
下
、
宮
中
三
殿
と
い
う
尊
い
場
所
で

十
二
年
も
の
歳
月
を
過
ご
さ
れ
、
様
々
な
こ

と
を
ご
経
験
さ
れ
、
最
後
に
お
話
を
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
、
天
皇
陛
下
が
い
か
に
御
国
の

た
め
に
尽
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
、
現

代
の
流
れ
の
中
で
ど
の
よ
う
に
伝
統
を
守
り

隔
離
さ
れ
た
宮
中
三
殿
の
中
で
厳
粛
な
内
掌

典
を
続
け
て
務
め
て
い
た
だ
く
か
を
思
案
さ

れ
、
よ
う
や
く
人
の
変
動
も
落
ち
着
き
を
取

り
戻
し
た
こ
と
も
あ
り
、「
変
え
な
い
こ
と

の
大
変
さ
、
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
の
恐
さ
や

難
し
さ
」
を
痛
感
さ
れ
た
よ
う
で
し
た
。

　

こ
の
研
修
会
を
終
え
て
、
先
生
の
変
え
な

い
こ
と
、
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
の
お
言
葉
は

私
達
に
と
っ
て
も
今
ま
さ
に
神
社
の
問
題
と

し
て
痛
感
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
お
祭
り
の

意
義
や
過
疎
化
の
問
題
等
、
変
え
て
は
い
け

な
い
も
の
、
変
え
な
く
て
は
仕
方
が
な
い
も

の
、
各
々
の
神
社
の
伝
統
を
少
し
で
も
永
く

守
っ
て
い
く
、
少
し
で
も
多
く
の
氏
子
さ
ん

に
伝
え
る
こ
と
の
大
切
さ
を
、
難
し
い
問
題

で
す
が
氏
子
さ
ん
た
ち
と
一
緒
に
考
え
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
大
変
貴
重
な
お
話

を
伺
え
て
と
て
も
有
意
義
な
研
修
会
と
な
り

ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

令
和
元
年
八
月
二
十
日
か
ら
二
十
二
日
の

二
泊
三
日
の
行
程
で
、
第
二
十
五
回
岡
山
県

神
社
庁
こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

こ
の
事
業
は
、平
成
七
年
か
ら
行
わ
れ『
未

来
の
日
本
を
担
う
こ
ど
も
た
ち
が
、
日
本
文

化
の
象
徴
で
あ
り
我
が
国
の
総
氏
神
様
で
あ

る
神
宮
を
参
拝
し
、
神
域
の
散
策
、
体
験
学

習
を
行
い
、「
神
宮
」
を
正
し
く
理
解
す
る

こ
と
を
通
し
て
、
氏
神
様
を
崇
め
る
心
や
先

祖
を
敬
う
心
を
育
む
こ
と
』
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

　

毎
年
、
神
社
庁
教
化
委
員
会
育
成
部
を
中

心
と
し
た
神
職
が
引
率
ス
タ
ッ
フ
と
な
り
、

県
内
の
子
ど
も
た
ち
を
対
象
に
行
わ
れ
て
お

り
、
子
ど
も
た
ち
だ
け
の
参
宮
団
は
全
国
的

に
も
少
な
い
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
、
小
中
学
生
三
十
四
名
と
ス
タ
ッ

フ
七
名
が
参
加
し
、
二
十
日
早
朝
、
県
北
の

院
庄
Ｉ
Ｃ
（
作
楽
神
社
駐
車
場
）
を
出
発
し
、

岡
山
駅
西
口
・
山
陽
Ｉ
Ｃ
を
経
由
し
、
一
路

伊
勢
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。

　

バ
ス
の
中
で
は
、
今
回
の
旅
の
意
義
や
行

こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り

香
々
美
北
神
社　

権
禰
宜　
　
　

林　
　
　

千　

明　

程
の
確
認
、
食
前
食
後
感
謝
、
参
拝
作
法
等

の
説
明
が
行
わ
れ
、
最
初
の
目
的
地
の
二
見

興
玉
神
社
で
は
、
班
別
で
自
由
参
拝
を
行
い

ま
し
た
。
参
拝
の
後
、
浜
辺
で
遊
び
神
宮
会

館
へ
向
か
い
ま
し
た
。

　

神
宮
会
館
で
は
、
箸
袋
を
見
な
が
ら
バ
ス

の
中
で
勉
強
し
た
、
食
前
食
後
感
謝
が
行
わ

れ
夕
食
を
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
頃
に
は
、
子

ど
も
た
ち
同
士
打
ち
解
け
て
、
楽
し
そ
う
に

話
を
し
な
が
ら
食
事
を
し
て
い
ま
し
た
。
夕

食
後
は
、会
館
の
会
議
室
で
自
己
紹
介
を
し
、

神
宮
で
の
参
拝
作
法
や
会
館
で
の
諸
注
意
を

話
し
、
そ
の
後
は
楽
し
い
自
由
時
間
と
な
り

ま
し
た
。

　

二
日
目
は
、
六
時
前
に
起
床
し
服
装
を
整

え
、
外
宮
へ
向
か
い
ま
し
た
。
外
宮
で
は
、

神
社
本
庁
の
職
員
が
境
内
の
案
内
を
し
て
く

だ
さ
り
、正
式
参
拝
を
終
え
会
館
へ
帰
館
し
、

朝
食
後
、
内
宮
へ
出
発
し
ま
し
た
。
内
宮
で

は
神
社
本
庁
の
職
員
と
、
神
宮
神
職
が
案
内

を
し
て
く
だ
さ
り
、
手
水
は
五
十
鈴
川
で
行

い
ま
し
た
。
真
夏
の
暑
い
日
中
に
、
川
に
手

を
入
れ
る
こ
と
で
気
持
ち
も
清
々
し
く
身
を

清
め
、
神
楽
・
正
式
参
拝
へ
と
向
か
い
ま
し

た
。
神
楽
殿
で
は
、
雅
楽
の
音
色
を
聞
き
、

舞
女
の
舞
を
見
学
し
、
正
式
参
拝
も
神
宮
の

ご
配
慮
の
お
陰
で
特
別
な
体
験
を
す
る
事
が

で
き
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
も
、
沢
山
学
び

感
じ
て
く
れ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
は
、

お
か
げ
横
丁
の
散
策
、
鳥
羽
水
族
館
と
楽
し

い
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。

　

会
館
へ
帰
館
後
、
今
回
初
め
て
の
班
別

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
中
で
、
神
宮

の
祭
典
や
舞
女
・
神
職
の
事
な
ど
様
々
な
疑

問
や
質
問
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
今
ま
で
、
神

社
へ
関
心
が
な
か
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
、
こ

の
旅
を
通
し
て
日
本
固
有
の
神
道
を
感
じ
学

ん
で
く
れ
る
事
で
、
こ
の
事
業
の
目
的
が
達

成
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

　

三
日
目
は
、
奈
良
へ
向
か
い
鹿
と
ふ
れ
あ

い
、
春
日
大
社
で
正
式
参
拝
を
行
い
帰
路
に

着
き
ま
し
た
。

　

今
回
も
、
改
善
・
反
省
点
は
あ
り
ま
す
が
、

青
少
年
育
成
や
神
道
教
化
の
為
に
も
、
こ
の

事
業
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま

す
。
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神
宮
大
麻
頒
布
推
進
の
お
願
い

�

神
宮
奉
賛
部
会　

白　

神　

倫　

枝

　

去
る
令
和
元
年
九
月

十
七
日
、
神
宮
大
麻
暦

頒
布
始
祭
が
内
宮
神
楽

殿
で
斎
行
さ
れ
、
神
宮

大
麻
特
別
頒
布
優
良
奉

仕
者
と
し
て
参
列
し
て

参
り
ま
し
た
。

　
“
優
良
奉
仕
者
”
と
い
う
栄
に
浴
す
る
こ
と

に
勿
体
な
さ
を
覚
え
つ
つ
も
、
神
宮
が
心
の

ふ
る
さ
と
で
あ
る
妻
と
、
初
伊
勢
参
り
と
な

る
娘
二
人
を
連
れ
て
伊
勢
へ
向
か
い
ま
し
た
。

　

例
年
は
雨
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
と

伺
い
ま
し
た
が
、
本
年
は
晴
天
に
恵
ま
れ
、

却
っ
て
汗
ば
む
気
温
の
中
、
外
宮
・
内
宮
の

御
垣
内
参
拝
の
後
、
神
楽
殿
へ
昇
殿
致
し
ま

し
た
。

　

午
前
十
時
か
ら
始
ま
っ
た
祭
典
に
は
、
鷹

司
統
理
を
始
め
田
中
総
長
以
下
、
神
社
本
庁

役
員
・
全
国
各
神
社
庁
の
庁
長
や
頒
布
担
当

者
、
支
部
長
な
ど
約
二
百
人
が
参
列
し
、
当

県
か
ら
は
庁
長　

牧
博
嗣
氏
を
始
め
支
部
代

表
と
し
て
玉
島
浅
口
支
部
長　

滝
澤
彰
洋

氏
、
教
化
委
員
会
神
宮
奉
賛
部
会
部
長　

髙

山
命
之
氏
、
神
社
庁
参
事　

瀧
本
文
典
氏
が

参
列
し
ま
し
た
。

　

祭
典
で
は
大
宮
司
、
少
宮
司
以
下
祭
員
全

員
が
斎
服
を
着
装
さ
れ
、
伶
人
も
白
の
浄
衣

姿
で
奉
仕
さ
れ
ま
し
た
。

　

神
饌
は
神
宮
独
特
の
折
櫃
に
よ
り
献
じ
ら

れ
、
少
宮
司
に
よ
る
祝
詞
奏
上
は
神
宮
で
の

庭
上
祭
祀
同
様
、微
音
に
よ
る
奏
上
で
し
た
。

　

大
宮
司
に
よ
る
玉
串
拝
礼
後
、
参
列
者
を

代
表
し
て
鷹
司
統
理
が
玉
串
を
奉
っ
て
拝
礼

さ
れ
、
参
列
者
は
統
理
に
合
せ
て
二
拝
二
拍

手
一
拝
で
列
拝
致
し
ま
し
た
。
撤
饌
の
後
、

大
宮
司
よ
り
統
理
へ
と
大
前
に
捧
げ
た
神
宮

大
麻
と
暦
が
授
け
ら
れ
、
諸
員
は
退
出
し
ま

し
た
。

　

神
宮
独
特
の
祭
式
に
よ
る
祭
祀
の
荘
厳
さ

に
、
終
始
息
を
呑
み
続
け
な
が
ら
参
列
致
し

ま
し
た
。

　

引
き
続
い
て
の
御
神
楽
で
は
、
舞
女
六
名

に
よ
る
優
雅
な
倭
舞
、
国
風
歌
舞
で
あ
る

神
々
し
い
人
長
舞
、
そ
し
て
舞
女
四
人
に
よ

る
軽
や
か
な
舞
楽
・
迦
陵
頻
が
奉
奏
さ
れ
、

雅
楽
を
嗜
む
者
と
し
て
非
常
に
勉
強
に
な
り

ま
し
た
。

　

午
後
一
時
か
ら
、
神
宮
会
館
の
大
講
堂
に

会
場
を
移
し
、
神
宮
大
麻
暦
頒
布
表
彰
式
が

執
り
行
わ
れ
、
全
国
三
十
五
名
の
特
別
表
彰

者
の
方
々
と
栄
誉
を
共
に
致
せ
ま
し
た
こ
と

に
感
謝
の
念
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
、
今
後
の

大
麻
頒
布
に
心
魂
を
傾
け
る
気
概
が
昂
ま
り

ま
し
た
。

　

引
き
続
き
、
神
宮
大
麻
暦
頒
布
秋
季
推
進

会
議
が
開
催
さ
れ
、
平
成
三
十
年
度
の
頒
布

数
な
ら
び
に
令
和
元
年
度
交
付
数
が
示
さ
れ
、

年
々
減
体
の
一
途
を
た
ど
っ
て
お
り
、
厳
し

い
現
状
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
第
二
期
「
三
ヵ
年
継
続
神
宮
大
麻

都
市
頒
布
向
上
計
画
」
の
平
成
三
十
年
度
神

社
庁
活
動
報
告
書
が
配
布
さ
れ
、
各
都
道
府

県
の
活
動
や
取
り
組
み
が
報
告
さ
れ
、
そ
の

中
か
ら
宮
崎
県
の
頒
布
事
例
報
告
が
な
さ
れ

ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
大
麻
頒
布
対
策
委
員

会
を
設
置
し
、
神
職
及
び
頒
布
従
事
者
の
増

頒
布
意
識
向
上
の
た
め
、
諸
問
題
の
洗
い
出

し
と
そ
の
共
有
化
な
ら
び
に
解
決
策
の
検

討
、
ま
た
大
麻
に
関
す
る
研
修
会
を
行
う
こ

と
に
よ
り
意
識
改
革
が
な
さ
れ
、
支
部
や
神

社
の
実
情
に
応
じ
た
頒
布
体
制
や
方
策
を
講

じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

こ
の
報
告
書
を
参
考
に
、
本
務
社
を
始
め

兼
務
各
社
に
お
い
て
も
大
麻
頒
布
増
に
繋
が

る
よ
う
な
取
り
組
み
を
研
究
・
考
察
し
、
今

後
の
活
動
に
活
か
し
、
神
宮
の
大
神
様
の
御

神
徳
発
揚
の
一
助
を
担
え
て
い
け
た
ら
と
思

い
ま
す
。

　

令
和
の
御
代
に

な
っ
て
初
め
て
の
神

宮
大
麻
・
暦
頒
布
推

進
を
祈
願
す
べ
く
、

九
月
二
十
七
日
岡
山

県
神
社
庁
神
殿
に
於

い
て
、
神
宮
大
麻
暦

頒
布
始
奉
告
祭
が
厳
か
に
斎
行
さ
れ
た
。
祭

典
終
了
後
、
牧
庁
長
と
斎
主
を
務
め
ら
れ
た

佐
々
木
副
庁
長
よ
り
各
支
部
長
に
神
宮
大

麻
・
暦
と
神
社
本
庁
幣
帛
料
が
授
け
ら
れ
た
。

　

引
き
続
い
て
、
令
和
元
年
神
宮
大
宮
司
表

彰
が
行
わ
れ
、
優
良
支
部
と
し
て
児
島
支
部
・

真
庭
支
部
が
、
ま
た
優
良
奉
仕
者
と
し
て
十

名
の
神
職
と
五
社
の
神
社
が
表
彰
を
受
け
た
。

表
彰
者
を
代
表
し
て
西
賀
茂
神
社
宮
司
青
山

信
雄
氏
に
、
神
宮
大
宮
司
（
代
理
鳥
海
芳
行

神
宮
禰
宜
）
よ
り
表
彰
状
と
記
念
品
が
贈
ら

れ
た
。
平
成
三
十
年
度
岡
山
県
神
社
庁
神
宮

大
麻
表
彰
式
で
は
、
九
社
の
神
社
と
二
名
の

神
宮
大
麻
特
別
頒
布
優
良
奉
仕
者

阿
智
神
社　

宮
司　

新　

井　

俊　

亮
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神
宮
大
麻
頒
布
優
良
支
部

児
島
支
部

真
庭
支
部

神
宮
大
麻
特
別
頒
布
優
良
奉
仕
者

倉
敷
都
窪
支
部

阿
智
神
社
宮
司

新
井　

俊
亮

神
宮
大
麻
頒
布
優
良
奉
仕
者

神　　　職

岡
山
支
部

岡
山
神
社
宮
司

久
山
信
太
郎

倉
敷
都
窪
支
部

熊
野
神
社
宮
司

大
森　

博
文

津
山
支
部

田
神
社
宮
司

神
尾　

和
明

津
山
支
部

中
谷
神
社
宮
司

岡
本　

正
英

御
津
支
部

總
社
宮
司

菱
川　
　

宏

御
津
支
部

七
曲
神
社
宮
司

稲
田　

真
紀

井
笠
支
部

金
切
神
社
宮
司

馬
越　

英
樹

真
庭
支
部

高
田
神
社
宮
司

田
村　

勝
利

美
作
支
部

西
賀
茂
神
社
宮
司

青
山　

信
雄

久
米
支
部

貴
布
禰
神
社
宮
司

柳　
　

二
郎

神職以外

玉
島
浅
口
支
部

長
尾
神
社
責
任
役
員

岡
田　

新
一

井
笠
支
部

縣
主
神
社
総
代

浅
田　

敏
夫

吉
備
支
部

百
射
山
神
社
責
任
役
員

中
村　
　

剛

高
梁
支
部

吉
川
八
幡
宮
責
任
役
員

辻
田　
　

明

新
見
支
部

國
司
神
社
責
任
役
員

南
部　

政
博

神
宮
大
麻
関
係
表
彰
三
条
一
号
（
神
社
・
団
体
表
彰
）

岡
山
支
部

石
高
神
社

津
山
支
部

中
谷
神
社

邑
久
上
道
西
大
寺
支
部

布
勢
神
社

井
笠
支
部

縣
主
神
社

吉
備
支
部

百
射
山
神
社

川
上
支
部

八
幡
神
社

新
見
支
部

八
幡
神
社

真
庭
支
部

國
司
神
社

美
作
支
部

西
賀
茂
神
社

神
宮
大
麻
関
係
表
彰
三
条
二
号
（
個
人
表
彰
）

津
山
支
部

小
田
草
神
社
責
任
役
員

安
藤　

秀
生

川
上
支
部

清
實
八
幡
神
社
責
任
役
員

仲
山　

潔
俊

令和元年

神 宮 大 麻頒布大宮司表彰
平成30年度

県神社庁神宮大麻関係表彰

責
任
役
員
が
表
彰
を
受
け
、
表
彰
者
代
表
の

新
見
支
部
八
幡
神
社
に
牧
庁
長
よ
り
表
彰
状

が
贈
ら
れ
、
表
彰
者
を
代
表
し
て
中
谷
神
社

宮
司
岡
本
正
英
氏
が
謝
辞
を
述
べ
ら
れ
た
。

　

そ
の
後
、
神
宮
大
麻
頒
布
推
進
会
議
が
開

催
さ
れ
、
始
め
に
神
宮
大
宮
司
（
代
理
鳥
海

芳
行
神
宮
禰
宜
）
と
神
社
本
庁
統
理
（
代
理

湯
澤
豊
本
宗
奉
賛
部
長
）
よ
り
ご
祝
辞
を
頂

戴
し
た
。
太
田
浩
司
教
化
委
員
長
が
議
長
と

な
り
議
事
に
入
り
、
湯
澤
部
長
よ
り
第
二
期

「
三
ヵ
年
継
続
神
宮
大
麻
都
市
頒
布
向
上
計

画
」
の
施
策
に
つ
い
て
の
説
明
が
行
わ
れ
、

第
六
十
三
回
御
遷
宮
に
向
け
て
新
た
な
時
代

の
転
換
点
と
捉
え
、
地
域
の
繋
が
り
を
強
く

し
つ
つ
、
家
庭
祭
祀
の
大
切
さ
を
啓
蒙
し
、

明
る
い
未
来
へ
の
希
望
を
も
っ
て
い
き
た

い
、
と
の
熱
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
語
ら
れ
た
。

　

髙
山
命
之
神
宮
奉
賛
部
長
よ
り
令
和
元
年

度
事
業
計
画
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
、
昨

年
度
に
引
き
続
き
、
タ
ウ
ン
メ
ー
ル
に
よ
る

推
進
と
神
棚
贈
呈
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
入
り
ポ
ス

タ
ー
掲
示
、
ま
た
選
定
さ
れ
た
モ
デ
ル
神
社

で
、
氏
子
区
域
に
お
い
て
総
代
・
神
道
青
年

協
議
会
・
神
宮
奉
賛
部
の
三
者
合
同
で
各
家

庭
を
訪
問
し
、
頒
布
推
進
活
動
を
行
う
。
さ

ら
に
、
御
朱
印
ブ
ー
ム
と
し
て
広
く
活
用
さ

れ
て
い
る
「
ま
い
ら
れ
ぇ
岡
山
」
に
神
宮
大

麻
の
啓
発
に
関
す
る
広
告
を
掲
載
す
る
予
定

と
の
発
表
が
あ
っ
た
。

　

出
席
者
よ
り
、
地
方
特
に
山
間
部
の
著
し

い
氏
子
数
減
少
と
疲
弊
、
さ
ら
に
現
在
構
築

さ
れ
て
い
る
氏
子
と
神
社
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
次
世
代
に
繋
げ
ら
れ
な
い
憂

慮
が
切
実
に
語
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
待
っ
た

な
し
の
現
状
を
正
確
に
把
握
し
、
一
人
一

人
が
「
今
、
で
き
る
こ
と
」「
今
、
着
手
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
を
真
剣
に
考

え
、
地
域
や
神
社
の
特
性
に
応
じ
て
、
一
歩

で
も
前
に
進
む
努
力
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る

と
思
っ
た
。
そ
の
意
味
で
も
奉
賛
部
会
の
取

組
は
、
時
代
の
風
を
捉
え
た
Ｉ
Ｔ
や
新
し
い

ツ
ー
ル
を
巧
み
に
取
り
込
ん
だ
も
の
で
、
さ

ら
な
る
効
果
を
期
待
し
た
い
。

　

西
日
本
豪
雨
か
ら
の
復
興
半
ば
の
地
域
や

神
社
も
未
だ
多
く
見
受
け
ら
れ
る
が
、
皆
が

手
を
携
え
て
、『
未
来
へ
繋
が
る
継
続
的
な

活
動
』
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

改
め
て
思
う
。

　

こ
の
拙
稿
を
読
ま
れ
る
頃
に
は
、
神
職
・

総
代
・
奉
仕
者
よ
り
氏
子
崇
敬
者
の
皆
様

に
大
麻
が
頒
布
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

が
、多
く
の
参
拝
者
が
参
ら
れ
る
お
正
月
に
、

其
々
の
ご
社
頭
で
頒
布
活
動
に
邁
進
さ
れ
る

こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

　
（
追
記
：
「
月
刊
若
木
」
令
和
元
年
神
無

月
号
の
十
六
頁
十
七
頁
に
「
神
宮
大
麻
頒
布

取
扱
要
綱
」
の
一
部
変
更
内
規
の
記
載
が
さ

れ
て
い
る
。）
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十
一
月
十
一
日
、
神
社
庁
講
堂
に
お
い
て

臨
時
協
議
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

開
会
行
事
、
庁
長
挨
拶
に
続
き
、
議
長
の

選
任
が
行
わ
れ
、
議
長
に
室
山
晃
一
氏
、
副

議
長
に
山
下
修
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
選
任
さ
れ
た
。

　

室
山
議
長
が
登
壇
し
、
議
事
の
審
議
が
行

わ
れ
た
。

〇�

議
案
第
一
号
『
平
成
三
十
年
度
岡
山
県
神

社
庁
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
』

〇�

議
案
第
二
号
『
平
成
三
十
年
度
岡
山
県
神

社
庁
別
途
会
計
収
支
決
算
』

〇�

議
案
第
三
号
『
平
成
三
十
年
度
岡
山
県
神

社
庁
事
業
会
計
決
算
』

〇�

議
案
第
四
号『
岡
山
県
神
社
庁
財
産
目
録
』

　

続
い
て
監
査
報
告
が
行
わ
れ
、
原
案
通
り

承
認
さ
れ
た
。

〇�

議
案
第
五
号
『
令
和
元
年
度
岡
山
県
一
般

会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算
案
』

　

原
案
通
り
可
決
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
総
代
会
か
ら
選
出
の
生
駒
五
三

六
理
事
が
六
月
末
日
付
け
で
退
任
し
た
こ
と

を
受
け
、
後
任
と
し
て
県
総
代
会
か
ら
推
薦

の
あ
っ
た
佐
藤
達
海
氏（
県
総
代
会
副
会
長
）

が
理
事
に
選
任
さ
れ
た
。

　

ま
た
、『
そ
の
他
』
と
し
て
神
道
政
治
連

盟
か
ら
、
大
嘗
祭
に
と
も
な
う
神
社
へ
の
テ

ロ
行
為
に
対
す
る
注
意
喚
起
が
あ
っ
た
他
、

十
一
月
九
日
に
皇
居
前
広
場
で
行
わ
れ
た
天

皇
陛
下
御
即
位
を
お
祝
い
す
る
国
民
祭
典
の

様
子
が
報
告
さ
れ
た
。

り
、
期
間
の
要
件
も
満
た
す
場
合
に
は
、
Ａ

に
よ
る
通
行
地
役
権
の
時
効
取
得
が
認
め
ら

れ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

二
、
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
い
け
ば
い
い
？

　

時
効
に
よ
っ
て
通
行
地
役
権
を
取
得
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
通
路
と

し
て
利
用
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
姿
勢
を
明

ら
か
に
し
、
通
路
と
し
て
の
利
用
を
控
え
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
仮
に
通
路
と

し
て
の
利
用
に
つ
い
て
放
置
し
て
い
る
と
、

そ
の
利
用
に
つ
い
て
承
諾
し
て
い
た
と
判
断

さ
れ
る
リ
ス
ク
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

三
、�

不
動
産
に
は
所
有
権
以
外
に
も
様
々
な

問
題
が
あ
る
！

　

不
動
産
に
つ
い
て
は
、所
有
権
の
み
な
ら
ず
、

地
役
権
に
関
す
る
問
題
、
境
界
に
関
す
る
問

題
等
、
様
々
な
問
題
が
生
じ
え
ま
す
。
所
有

権
の
時
効
取
得
に
関
し
て
お
話
し
し
た
際
に

も
述
べ
ま
し
た
が
、
神
社
を
管
理
し
て
い
く
に

あ
た
っ
て
は
、
そ
の
不
動
産
も
適
切
に
管
理
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
不
動
産
に

複
雑
な
権
利
関
係
が
生
じ
て
し
ま
う
と
、
神

社
を
運
営
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
著
し
い
支
障

が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

神
社
の
不
動
産
に
関
し
て
問
題
が
生
じ
な

い
か
、
既
に
生
じ
て
お
り
ど
の
よ
う
に
解
決

す
べ
き
か
等
に
つ
い
て
お
悩
み
の
場
合
に

は
、
弁
護
士
に
御
相
談
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧

め
い
た
し
ま
す
。

通
行
地
役
権
の
時
効
取
得

―�

所
有
権
以
外
も�

�

時
効
取
得
さ
れ
る
？
―

（
相
談
）

　

当
社
の
土
地
に
は
、
長
年
、
隣
人
の
Ａ
に

通
路
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
り

ま
す
。
当
該
通
路
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る

部
分
は
、
Ａ
が
砂
利
を
敷
い
た
り
す
る
等
と

し
て
開
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
も

Ａ
が
維
持
及
び
補
修
を
し
て
い
ま
し
た
。
当

社
と
し
て
は
、
Ａ
に
よ
る
通
路
と
し
て
の
利

用
に
異
議
を
申
し
立
て
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
の
後
、
当
社
が
Ａ
に
通
路
と
し
て
の

利
用
を
や
め
て
ほ
し
い
と
伝
え
た
と
こ
ろ
、

Ａ
は
、
通
行
地
役
権
を
時
効
に
よ
っ
て
取
得

し
た
と
主
張
し
ま
し
た
。
こ
の
場
合
、
当
社

は
Ａ
に
よ
る
通
路
と
し
て
の
利
用
を
受
忍
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

（
回
答
）

一
、�

通
行
地
役
権
の
時
効
取
得
？

　

地
役
権
と
は
、
他
人
の
土
地
を
自
己
の
土

地
の
便
益
に
供
す
る
権
利
の
こ
と
を
い
い
、

そ
の
う
ち
、
他
人
の
土
地
を
通
行
の
た
め
に

利
用
す
る
権
利
を
通
行
地
役
権
と
い
い
ま

す
。
そ
し
て
、
地
役
権
に
つ
い
て
は
、
①
十

年
間
又
は
二
十
年
間
、
②
自
己
の
た
め
に
す

る
意
思
を
も
っ
て
平
穏
公
然
に
行
使
し
、
そ

れ
が
③
継
続
的
に
行
使
さ
れ
、
か
つ
、
外
形

上
認
識
で
き
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
所
有
権

と
同
様
に
時
効
取
得
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
継
続
的
に
行
使
さ
れ
て
い
た
か
ど
う

か
に
つ
い
て
は
、
他
人
の
土
地
に
通
路
が
開

設
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
開
設
を
自

ら
行
っ
た
か
ど
う
か
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

御
相
談
の
場
合
、
利
用
さ
れ
て
い
る
通
路

は
、
Ａ
に
よ
っ
て
砂
利
を
敷
い
た
り
す
る
等

と
し
て
開
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後

も
Ａ
が
維
持
及
び
補
修
を
し
て
い
た
こ
と
か

ら
す
る
と
、
Ａ
に
よ
っ
て
継
続
的
に
行
使
さ

れ
て
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
当
該
通
路
と
し

て
の
利
用
が
外
形
上
認
識
で
き
る
も
の
で
あ

小
林
や
す
ひ
こ
の

神
社
法
律
相
談

　
近
年
、
県
内
神
社
も
法
律
上
の
ト
ラ
ブ
ル

に
巻
き
込
ま
れ
、
弁
護
士
に
相
談
す
る
ケ
ー

ス
が
出
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
小
林
裕

彦
弁
護
士
に
岡
山
県
神
社
庁
の
顧
問
弁
護

士
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
小
林
弁
護
士
に
ク
レ
ー
ム
対
応

に
つ
い
て
説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

岡山県神社庁
顧 問 弁 護 士

小
こ

 林
ばやし

 裕
や す

 彦
ひ こ

岡山市北区弓之町２番15号　弓之町シティセンタービル６階
TEL.086-225-0091　FAX.086-225-0092

小林裕彦法律事務所

臨
時
協
議
員
会
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平成30年度　岡山県神社庁

一般会計歳入歳出決算書
（平成30年7月1日～令和元年6月30日）

歳 入 の 部 （単位 ：円）
科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異

Ⅰ　�神 饌 及 幣 帛 料 870,000 883,200 △ 13,200 
１　�本 庁 幣 620,000 607,200 12,800 
２　�神 饌 及 初 穂 料 250,000 276,000 △ 26,000 

Ⅱ　�財 産 収 入 6,000 3,491 2,509 
Ⅲ　�負 担 金 36,920,000 36,496,520 423,480 

１　�神 社 負 担 金 25,844,000 25,546,040 297,960 
２　�神 職 負 担 金 9,230,000 9,102,700 127,300 
３　�支 部 負 担 金 1,846,000 1,847,780 △ 1,780 

Ⅳ　�交 付 金 65,800,000 65,717,709 82,291 
１　�本 庁 交 付 金 3,300,000 3,367,709 △ 67,709 
２　�神宮神徳宣揚費交付金 62,100,000 62,100,000 0 
３　�本 庁 補 助 金 400,000 250,000 150,000 

Ⅴ　�寄 付 金 10,000 0 10,000 
Ⅵ　�諸 収 入 3,555,000 3,516,879 38,121 

１　�表 彰 金 50,000 50,000 0 
２　�預 金 利 子 5,000 136 4,864 
３　�申 請 料・ 任 命 料 2,000,000 2,135,000 △ 135,000 
４　�会 費 1,200,000 800,000 400,000 
５　�雑 収 入 300,000 531,743 △ 231,743 

Ⅶ　�繰 入 金 1,200,000 1,200,000 0 
当 期 歳 入 合 計 108,361,000 107,817,799 543,201 

前 期 繰 越 金
27,972,515 

29,086,576 
△ 1,114,061 

（29,086,576） （0）

歳 入 合 計
136,333,515 

136,904,375 
△ 570,860 

（137,447,576） （543,201）

歳 出 の 部 （単位 ：円）
科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異

Ⅰ　�幣 帛 料 2,300,000 2,146,000 154,000 
１　�本 庁 幣 2,200,000 2,096,000 104,000 
２　�神 社 庁 幣 100,000 50,000 50,000 

Ⅱ　�神 事 費 400,000 338,958 61,042 

Ⅲ　�事 務 局 費
31,300,000 

29,027,276 
2,272,724 

（31,900,000） （2,872,724）
１　�表 彰 並 び に 儀 礼 費 1,300,000 743,285 556,715 
　⑴　�各 種 表 彰 費 500,000 348,012 151,988 
　⑵　�慶 弔 費 800,000 395,273 404,727 
２　�会 議 費 200,000 120,091 79,909 
３　�役 員 関 係 費 1,400,000 1,400,000 0 
　⑴　�役 員 報 酬 1,280,000 1,280,000 0 
　⑵　�地 区 会 議 関 係 費 120,000 120,000 0 

４　�給料及び福利厚生費
16,750,000 

16,980,305 
△ 230,305 

（17,150,000） （169,695）
　⑴　�給 料 8,850,000 8,808,000 42,000 
　⑵　�諸 手 当 5,700,000 5,763,432 △ 63,432 

　⑶　�各 種 保 険 料
2,100,000 

2,304,070 
△ 204,070 

（2,500,000） （195,930）
　⑷　�職 員 厚 生 費 100,000 104,803 △ 4,803 

５　�庁 費
6,600,000 

5,868,537 
731,463 

（6,800,000） （931,463）

　⑴　�備 品 費
1,200,000 

1,382,264 
△ 182,264 

（1,400,000） （17,736）
　⑵　�図 書 印 刷 費 750,000 409,486 340,514 
　⑶　�消 耗 品 費 1,400,000 1,161,829 238,171 
　⑷　�水 道 光 熱 費 1,250,000 1,274,486 △ 24,486 
　⑸　�通 信 運 搬 費 900,000 792,998 107,002 
　⑹　�雑 費 1,100,000 847,474 252,526 
６　�交 際 費 1,100,000 1,292,785 △ 192,785 
７　�旅 費 2,800,000 1,743,788 1,056,212 

科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異
８　�維 持 管 理 費 950,000 716,485 233,515 
９　�法 務 対 策 費 200,000 162,000 38,000 

Ⅳ　�指 導 奨 励 費 12,289,000 10,597,772 1,691,228 
１　�教 化 事 業 費 4,768,000 3,969,205 798,795 
　⑴　�教 化 費 700,000 574,900 125,100 
　⑵　�広 報 費 1,100,000 988,013 111,987 
　⑶　�事 業 費 488,000 272,379 215,621 
　⑷　�神 宮 奉 賛 費 1,130,000 1,044,488 85,512 
　⑸　�育 成 費 1,350,000 1,089,425 260,575 
２　�神 社 庁 研 修 所 費 2,000,000 1,540,051 459,949 
　⑴　�研 修 費 2,000,000 1,540,051 459,949 
３　�祭 祀 研 究 費 1,000,000 622,807 377,193 
４　�各 種 補 助 金 4,521,000 4,465,709 55,291 
　⑴　�神 政 連 関 係 費 135,000 135,000 0 
　⑵　�神 青 協 補 助 金 450,000 450,000 0 
　⑶　�氏 青 協 補 助 金 90,000 90,000 0 
　⑷　�県 教 神 協 補 助 金 90,000 90,000 0 
　⑸　�女子神職会補助金 162,000 162,000 0 
　⑹　�県 敬 婦 連 補 助 金 117,000 117,000 0 
　⑺　�神 楽 部 補 助 金 90,000 90,000 0 
　⑻　�作 州 神 楽 補 助 金 27,000 27,000 0 
　⑼　�支部長懇話会補助金 150,000 150,000 0 
　⑽　�神宮大祭派遣補助金 60,000 30,000 30,000 
　⑾　�教 誨 師 関 係 費 350,000 297,100 52,900 
　⑿　�団 体 参 拝 補 助 金 200,000 230,000 △ 30,000 
　⒀　�過疎地域神社活性化助成金 2,300,000 2,297,609 2,391 
　⒁　�全 国 大 会 援 助 金 300,000 300,000 0 

Ⅴ　�各 種 積 立 金 6,987,500 6,987,500 0 
１　�職員退職給与積立金 1,327,500 1,327,500 0 
２　�正副庁長退任慰労金積立金 160,000 160,000 0 
３　�庁舎管理資金積立金 2,500,000 2,500,000 0 
４　�次期式年遷宮準備金 2,000,000 2,000,000 0 
５　�災 害 見 舞 積 立 金 500,000 500,000 0 
６　�関 係 者 大 会 積 立 金 500,000 500,000 0 

Ⅵ　�神 社 関 係 者 大 会 費 600,000 485,064 114,936 
Ⅶ　�負 担 金 22,579,300 22,237,142 342,158 

１　�本庁災害慰謝負担金 303,150 303,150 0 
２　�本 庁 負 担 金 6,366,150 6,366,150 0 
３　�本 庁 特 別 納 付 金 12,650,000 12,612,272 37,728 
４　�支 部 負 担 金 奨 励 費 2,960,000 2,955,570 4,430 
５　�負 担 金 特 別 対 策 費 300,000 0 300,000 

Ⅷ　�渉 外 費 620,000 590,922 29,078 
１　�友 好 団 体 関 係 費 370,000 228,130 141,870 
２　�時 局 対 策 費 100,000 172,800 △ 72,800 
３　�同 和 対 策 費 150,000 189,992 △ 39,992 

Ⅸ　�神宮神徳宣揚費交付金 33,000,000 32,370,000 630,000 
Ⅹ　�大 麻 頒 布 事 業 関 係 費 5,900,000 5,405,231 494,769 

１　�頒 布 事 務 費 500,000 375,963 124,037 
２　�頒 布 事 業 奨 励 費 5,400,000 5,029,268 370,732 

Ⅺ　�御 代 替 奉 祝 費
0 

1,260,162 
△ 1,260,162 

（1,000,000） （△ 260,162）

Ⅻ　�予 備 費
20,357,715 

0 
20,357,715 

（19,871,776） （19,871,776）

当 期 歳 出 合 計
（136,333,515）

111,446,027 
24,887,488 

137,447,576 （26,001,549）
次 期 繰 越 金 0 25,458,348 △ 25,458,348 

歳 出 合 計
136,333,515 

136,904,375 
△ 570,860 

（137,447,576） （543,201）

歳入総額� 136,904,375円
歳出総額� 111,446,027円
差引残高� 25,458,348円

注1　差異は、決算額が予算額に比し、超過した場合△で表示する。
注2　表中の（　）内は補正予算額。
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令和元年度　岡山県神社庁

一般会計歳入歳出補正予算書
（令和元年7月1日～令和2年6月30日）

歳 入 の 部 （単位 ：円）

科　　　　　目 補正予算額 既決予算額 増　減（△）

前 期 繰 越 金 25,458,348 23,937,090 1,521,258

歳 入 合 計 133,744,348 132,223,090 1,521,258

歳 出 の 部 （単位 ：円）

科　　　　　目 補正予算額 既決予算額 増　減（△）

Ⅲ　�事 務 局 費 32,570,000 31,670,000 900,000

５　�庁 費 7,000,000 6,100,000 900,000

　⑴　�備 品 費 1,400,000 500,000 900,000

Ⅻ　�予 備 費 9,406,048 8,784,790 621,258

当 期 歳 出 合 計 133,744,348 132,223,090 1,521,258

歳 出 合 計 133,744,348 132,223,090 1,521,258
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庁　　務　　日　　誌　　抄

７月

１日 月次祭

２日 祭祀委員会総会／雅楽部会／祭祀舞部会

４日 教化委員会総会・部会

９日 神政連監査会・役員会／神青協広報部会

12日 神政連代議員会

16日 神青協広報部会

18日 二級伝達式／総代会監査会・役員会

24日 雅楽部会／岡山八幡会

25日 祭儀部会／総代会評議員会（アークホテル岡山）

26日 庁報封入作業

29日 特殊神事部会

30日 祭祀委員会役員会／神青協広報部会・創立70周年実行委員会

８月

１日 月次祭

６日 役員会／神青協

９日 育成部会

16日 研修企画室

19日 広報部会／雅楽部会

20日 監査会

21日 岡山県神青協創立記念式典（岡山国際ホテル）

22日 神青協発送作業

26日 役員会／女子神

27日 祭儀部会／祭祀舞部会

28日 教養研修会

29日 神政連幹事長・理事会

30日 神青協天下大祓

９月

２日 月次祭

３日 天皇陛下御即位岡山県奉祝委員会設立総会（三木記念ホール）／育成部会

４日 特殊神事部会

６日 祭祀舞研修会

９日 中国地区神社庁祭式講師研修会１日目／神青協役員会／神政連

10日 中国地区神社庁祭式講師研修会２日目／神宮奉賛部会

18日 総務委員会

19日 神宮大麻頒布始奉告祭習礼／雅楽部会

25日 祭祀舞部会／神政連講演会（岡山プラザホテル）

26日 熊野神社会

27日 神宮大麻頒布始奉告祭

30日 世界連邦岡山県宗教者大会（岡山国際ホテル）

10月

１日 月次祭

３日 財務委員会

８日 役員会／身分選考表彰委員会

10日 岡山同宗連広報部会

17日 防災点検

28日 女子神役員会

29日 雅楽部会

30日 祭祀舞部会

11月

１日 月次祭

６日 中国地区神社庁職員研修会１日目（山口県）

７日 中国地区神社庁職員研修会２日目（山口県）

８日 神青協発送作業

11日 協議員会／女子神三役会

13日 神青協広報部会

14日 特殊神事部会

18日 祭儀部会

19日 神宮奉賛部会

20日 天皇陛下御即位岡山県奉祝式典・提灯行列（岡山シンフォニーホール）／大嘗祭奉祝祭

25日 新穀感謝祭１日目

26日 新穀感謝祭２日目（参拝日）

27日 新穀感謝祭３日目

28日 雅楽部会／祭祀舞部会

29日 事業部会／神青協役員会・神宮大麻啓発活動準備

令和元年７月１日～令和元年11月30日
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　前号（127号　令和元年７月20日発行）の７頁４段８行目「正服」
は「斎服」の誤りです。訂正しお詫びを申し上げます。
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九
月
二
十
九
日
に
津
山
市
二
宮　

髙

野
神
社
に
於
い
て
御
屋
根
葺
き
替
え
に
係
る
奉
祝

事
業
と
し
て「
稚
児
行
列
・
稚
児
参
詣
」を
企
画
し
、

髙
野
神
社
主
導
の
も
と
実
施
致
し
ま
し
た
。
三
十

八
名
の
稚
児
が
集
ま
り
、
大
変
賑
々
し
く
神
賑
い

を
執
り
行
う
事
が
で
き
ま
し
た
。

　

我
々
、
育
成
部
は
こ
れ
か
ら
も
「
稚
児
行
列
・

稚
児
参
詣
」
を
企
画
し
助
勢
す
る
所
存
で
あ
り
ま

す
。

　

奉
祝
事
業
や
記
念
式
典
等
を
控
え
た
奉
務
神
社

が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

教
化
委
員
会
育
成
部

稚
児
行
列
・
稚
児
参
詣

第
一
回

■�令和元年 12 月 28 日～
　令和２年１月５日
　年末年始

閉庁のお知らせ

訂正とお詫び




